
目

次

規

則

○
知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書

面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
一

○
青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
四

規

則

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
第
六
条
」
及
び
「
並
び
に
青
森
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
五

十
号
）
第
三
条
第
一
項
」
を
削
る
。

第
三
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
五
条
第
四
号
を
削
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
三
十
三
条

条
例
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
一

条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

第
二
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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号
外
第
二
十
七
号

令
和
三
年三

月
三
十
一
日

（
水
曜
日
）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
青
森
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
万
四
千
百
円
」
を
「
二
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈡

中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈢
中
「
一
万
五
千
三
百
円
」

を
「
一
万
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈣
中
「
一
万
四
千
五
百
円
」
を
「
一
万
四
千
七
百
円
」

に
改
め
、
同
１
の
㈤
中
「
一
万
五
千
七
百
円
」
を
「
一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈥
中

「
二
万
五
千
三
百
円
」
を
「
二
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈦
中
「
二
万
五
千
五
百
円
」
を

「
二
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈧
中
「
二
万
三
千
六
百
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
二
の

一
の
１
の
㈠
、
㈣
及
び
㈥
か
ら
㈧
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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長
島
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所
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人
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市
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目
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号
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式
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枚
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五
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